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社会福祉法人麗明会役員等報酬規程 

 

 

（目的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人麗明会（以下「本法人」という。）の役員等

の報酬について定めるものである。 

 

（定義） 

第２条 この規程で役員等とは、役員である理事および監事と評議員をいう。 

２ 報酬は、法人と委任関係にある役員等の職務執行の対応の対価として支払

われるものである。 

 

（理事の報酬） 

第３条 理事長が、法人及び事業所（法人が設置運営する事業所をいう。）（以

下「法人及び事業所」という。）の運営業務に従事したときは、別表１により

報酬を支払うことができる。 

２ 理事長以外の理事が、理事会等の法人及び事業所運営業務に従事したとき

は、別表１により報酬を支払うことができる。ただし法人職員を兼ねるもの

を除く。また年度内に全く業務に従事しないときは当該年度の報酬は支払わ

ないものとする。 

 

（監事の報酬） 

第４条 監事が、法人及び事業所の運営状況の指導若しくは監査の業務又はそ

の他理事長の命を受けて法人及び事業所の運営業務に従事したときは、別表

１により報酬を支払うことができる。ただし年度内に全く業務に従事しない

ときは当該年度の報酬は支払わないものとする。 

 

（評議員の報酬） 

第５条 評議員が、評議員会等業務に従事したときは、別表１により報酬を支

払うことができる。ただし年度内に全く業務に従事しないときは当該年度の

報酬は支払わないものとする。 

 

(支給の方法) 

第６条 理事長の報酬は、毎月２１日に支払うものとする。ただし、支払日が

休日に当たるときには、その前日に繰り上げて支払う。 
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２ 理事長以外の理事、監事及び評議員の報酬は、翌年４月２１日に支払うも

のとする。ただし、支払日が休日に当たるときには、その前日に繰り上げて

支払う。 

 

（支給の形態） 

第７条 報酬は、通貨をもって本人に支払うものとする。ただし、本人の同意

を得れば本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができるも

のとする。 

 

（改正） 

第８条 本規程の改正は評議員会の議決を経なければならない。 

 

 

 

附則 

この規程は、平成２８年６月１日から施行する。 

附 則 

この改正後の規程は、平成２９年１月１日から施行する。 

附 則 

この改正後の規程は、平成２９年７月１日から施行する。 

附 則 

この改正後の規程は、平成３０年７月１日から施行する。 

附 則 

この改正後の規程は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正後の規程は、令和７年７月１日から施行する。 

 


